
《地域医療情報Ｎｏ1４》速報 「新型コロナウイルス対策」関連で重要な情報です！ 

☆新型コロナウィルス感染対策で「公務員が従事した場合の手当」はどうなっているのか？との問い合わ

せが寄せられていますので、解説します。 

国家公務員の場合、「特殊勤務手当」として「防疫等作業手当」があり、「感染症の病原体に汚

染されている区域での看護作業等」手当として１日 290円～380円が定められていました。 

しかし、「新型コロナウィルス」感染がパンデミックとなり、国内では、世界各国から「チャーター

機」で邦人の帰国対応や、横浜クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」での感染対応等に国家公

務員の多くが従事する状況となる中、「特殊勤務手当の特例に関する人事院規則の一部改正」が

行われ、３月 18 日公布・施行、１月 27 日から遡及適用となりました。地方公務員も、人事院規則

改正を受けて、国に準じた改正通知が出されています。 公務員以外の医療機関でも、国に準じ

た手当の支給を求めるとともに、国にそのための補助金を要求することが必要です！ 
 

☆公務員に「新型コロナ」作業特別手当 

１日 3,000 円 ＊患者対応－１日 4,000 円 
１月 27 日に遡って適用されます！ 
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